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旭川市水道局建設工事等指名委員会設置要綱  

 

（目的） 

第１条 旭川市水道局が行う建設工事並びに測量及び工事に係る調査、設計の委託業務（以下「建設

工事等」という。）の入札参加に必要な資格の決定、競争入札参加者及び見積書徴収業者の選定等

に公正を期することを目的として、旭川市水道局建設工事等指名委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（委員会の構成） 

第２条 委員会は、次に掲げる職にある者で構成する。 

(1) 旭川市水道事業管理者（以下「管理者」という。） 

(2) 上下水道部長 

(3) 水道総務課長 

(4) 経営財務課長 

(5) 維持管理課長 

(6) 事業計画課長 

(7) 建設課長 

(8) 浄水課長 

(9) 下水処理センター所長 

(10) 工事検査担当課長 

２ 管理者は、前項各号に掲げる者のほか、臨時に委員を任命することができる。 

３ 前二項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めたときは、委員の任を免ずるものと 

する。 

（委員長の設置） 

第３条 委員会に委員長を置く。委員長は管理者をもって充てる。 

２ 委員長不在のときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代行する。 

（委員長の職務） 

第４条 委員長は会議を招集し、これを主宰する。 

（会議） 

第５条 会議は、委員の半数以上の出席により成立し、議事は出席委員の３分の２以上の賛成で決定 

する。 

２ 緊急やむを得ない事情等により、会議を開催できない場合には、書類の持回りの方法により、各委
員の表決を求めることができる。この場合は表決に参加した者を出席者とみなす。 

３ 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させることができる。 

４ 会議は公開しない。 

（委員会の審議事項） 

第６条 委員会は、次の事項について審議する。                    

(1) 一件の設計金額（単価の場合は予定数量を乗じて得た額。以下同じ。）が２００万円を超える

建設工事の請負契約並びに設計金額が１００万円を超える測量並びに工事に係る調査及び設

計業務の委託契約の一般競争入札における参加資格に関すること。 

(2) 前号の建設工事等で、一般競争入札から除外し指名競争入札又は随意契約で行う場合の適否
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の審査並びに指名業者又は見積書徴収業者(以下「指名業者等」という。)の選定に関すること。 

(3) 第１号における一般競争入札参加希望者の資格審査については、入札執行者によって行うこ

ととする。 

(4) 指名基準及び指名停止等措置要領の作成及び指名停止等の措置に関すること。 

(5) 建設工事等低入札価格調査要領に規定される調査結果の審査に関すること。 

(6) 建設業者等競争入札参加資格審査基準の作成、その他建設工事等競争入札参加資格者に関す

る重要な事項  

(7) その他、管理者から付託された事項、その他委員会において必要と認めた事項 

（資格の確認並びに指名等） 

第７条 管理者は、第６条第３号の委員会審議結果に基づき、資格がないと認めた者に対し、文書に

より通知する。 

２ 委員会は、第６条第２号の選定にあたっては、旭川市水道局建設工事等指名基準及び同運用方針

に基づき審議を行い、その結果に基づき管理者は指名業者等に通知する。 

（委員会の庶務） 

第８条 委員会の庶務は、水道総務課契約係において処理し、次の事務を行う。 

(1) 委員会開催の通知 

(2) 審議案の作成 

(3) 会議の記録 

(4) 前各号の他、委員長の必要と認める事項 

（秘密を守る義務） 

第９条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。 

（その他） 

第 10条 管理者は、この要綱の実施に関して必要があると認めたときは、別に定めることができる 

ものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は昭和５６年７月１６日入札（見積り合せ）執行の建設工事等に係る指名から施行する。 

２ 昭和 50年 9月 1日施行の指名競争入札（見積り合せ）業者選定要領は廃止する。 

附 則 

 この要綱は、昭和５７年６月１日から施行する。    

   附 則 

この要綱は、昭和５８年６月１日から施行する。    

   附 則 

この要綱は、昭和６１年４月１日から施行する。 

  附 則    

 この要綱は、昭和６３年４月１日から施行する。 

   附 則    

 この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

   附 則    

この要綱は、平成２年５月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成４年４月１７日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成６年４月２０日から施行する。 
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  附 則 

この要綱は、平成７年４月１５日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成８年４月２０日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成１２年４月３日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１３年１１月１９日から施行する。 

  附 則    

この要綱は、平成１４年５月１日から施行する。 

  附 則      

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

  附 則    

この要綱は、平成１８年９月５日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２０年３月３日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２０年５月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２１年１月２９日から施行し、履行期間の初日が平成 21 年４月１日以後の日で

ある契約から適用する。 

      附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年２月１８日から施行し、その工期又は履行期間の初日が令和８年４月１日以

後の日である契約から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


